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○

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
第
八
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
社
会
保
険
労
務
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
。

、
社
会
保
険
労
務
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

（
削
る
）

三

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

三
・
四

（
略
）

四
・
五

（
略
）

五

前
号
に
掲
げ
る
法
令
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

六

前
号
に
掲
げ
る
法
令
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

こ

た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の

日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の

六
～
八

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
登
録
の
抹
消
）

（
登
録
の
抹
消
）

第
十
四
条
の
十

連
合
会
は
、
社
会
保
険
労
務
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

第
十
四
条
の
十

連
合
会
は
、
社
会
保
険
労
務
士
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
た
と
き

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号

四

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号

及
び
第
八
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

及
び
第
九
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
社
会

り
社
会
保
険
労
務
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

保
険
労
務
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。
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2

２

（
略
）

２

（
略
）


